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山形広域環境事務組合行政組織規則  
                                                             
                                                         平 成 ７ 年 ３ 月  
                                                         山広環規則第３号 
  

  改 正  平成９年３月山広環規則第１号   平成１０年３月山広環規則第１号 
              平成１３年３月山広環規則第１号   平成１５年５月山広環規則第１号 
       平成１５年１１月山広環規則第６号 平成１７年４月山広環規則第４号 

       平成１８年４月山広環規則第１号  平成１８年１０月山広環規則第２号 

       平成１９年３月山広環規則第１号  平成２０年３月山広環規則第１号 

       平成２３年３月山広環規則第１号  平成２６年３月山広環規則第４号 
平成２７年４月山広環規則第２号  平成２８年４月山広環規則第４号 

 

山形広域環境事務組合行政組織規則（平成４年共衛規則第１号）の全部を改正する。 

 
（趣旨） 

第１条 この規則は、管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な運用を図るため、必

要な機関の組織、分掌事務及び職制等について定めるものとする。 

      （平成１９規則１・一部改正） 
 （組織及び分掌事務） 
第２条 管理者の権限に属する事務を処理させるため、事務局及び会計管理者を置く。 
２ 事務局に技監、担当、課及び係（以下「担当等」という｡）を置き、担当等の分掌事務

は、次のとおりとする。 

 
課  等 係 分 掌 事 務 

技  監 
 

(1)  組合事務の特定事項の調整 

総務担当    (1) 組合事務の総合調整 
  (2) 構成市町との調整連絡 

（3）廃棄物処理券の出納及び保管 

財務担当 
 

  (1) 予算編成の調整 

管 理 課 管理係   (1) 事務局内の総合調整 
  (2) 条例、規則及び令達 
  (3) 組合議会の連絡 
  (4) 議案の調整及び送付 
  (5) 文書及び公印 
  (6) 人事及び給与 
  (7) 財務 
  (8) 情報公開制度及び個人情報保護制度の総括及び推進  
  (9)  所管に係る税外収入金の調定及び徴収 

 (10) その他事務局の主管に属する事項 
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建設第一係   (1) 山形広域環境事務組合規約第３条の規定により設置 
   されるごみ処理施設（川口）の建設に関すること 

 
建設第二係 

(1) 山形広域環境事務組合規約第３条の規定により設置 
   されるごみ処理施設（立谷川）の建設に関すること 

 
計画推進係 

  (1) 山形広域環境事務組合規約第３条の規定により設置 
   されるごみ処理施設の計画及び地域住民に関すること 

施 設 課 施設係 
（1) 一般廃棄物処理施設の整備計画及び運転計画の策定 

 (2) 一般廃棄物処理施設の修繕工事及び設計・施工監理 

 (3) 一般廃棄物処理施設の連絡調整 

 (4) ごみ処理手数料の収納事務 

 (5) 廃棄物処理券の交付及び出納保管 

 (6) 廃棄物処理申請の受付及び搬入許可証の交付 

 (7) 山形広域クリーンセンター 

 (8) 立谷川リサイクルセンター 

 (9) 立谷川清掃工場 

(10)  半郷清掃工場  
 
    （平１０規則１、平１３規則１、平１５規則１、平１５規則６、平１９規則１、 

平２０規則１、平２６規則４、平２７規則２、平２８規則４・一部改正） 

３ 会計管理者の事務を処理させるため、会計担当を置き、会計担当の分掌事務は、次の

とおりとする。 
 

担 当 分 掌 事 務 

会 計 担 当  (1) 支出命令の審査 
 (2) 支出負担行為の確認 
 (3) 歳計現金の出納及び保管 
 (4) 歳入歳出外現金、保管有価証券の出納及び保管 
 (5) 収入支出日計 
 (6) 歳入簿及び歳出簿の記帳 
 (7) 決算 
 (8) 指定金融機関及び収納代理金融機関 

４ 山形広域環境事務組合廃棄物の処理に関する条例（平成７年山広環条例第１号）の定

めるところにより置かれた施設（以下「処理施設」という。）の所管組織、名称、内部

組織及び分掌事務は、次のとおりとする。 
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所管組織  名 称 内部組織  分 掌 事 務 

施 設 課  山形広域クリーンセンター 業 務 係  (1) 施設の運営管理 
 (2) し尿等の処理 

 立谷川リサイクルセンター 業 務 係  (1) 施設の運営管理 
 (2) 粗大ごみ等の処理 
 (3) 廃棄物処理手数料の収納 

 
立谷川清掃工場 業 務 係 （１） 工場の運営管理 

（２） 焼却ごみ等の焼却処分 

（３） 廃棄物処理手数料の収納 

 
半郷清掃工場 業 務 係 （１） 工場の運営管理 

（２） 焼却ごみ等の焼却処分 

（３） 廃棄物処理手数料の収納 

    （平１５規則１、平２７規則２・一部改正） 

 （事務局等に置く職） 

第３条 事務局及び会計管理者（以下「事務局等」という。）には、次の表の左欄に掲げ

る職を同表の中欄に掲げる事務局等の内部組織に置き、その職務内容は同表の右欄に定

めるとおりとする。 

職 内 部 組 織 職 務 内 容 

事 務 局 長 事 務 局    上司の命を受け事務局の事務を総轄し、所 
  属職員を指揮監督する。 

技   監 事 務 局     上司の命を受け、特定事項を掌理する。 

課   長 課 
上司の命を受け課の事務を総轄し、所属職 

員を指揮監督する。（施設課長にあっては技 
術に関する事項の調整をする。） 

参   事 担   当 
   上司（会計担当参事にあっては会計管理者） 

の命を受け担当の事務を総轄し、所属職員を 
指揮監督する。 

所   長 

山形広域クリーンセン

ター 
上司の命を受け山形広域クリーンセンター 

の業務を総轄し、所属職員を指揮監督する。 

 立谷川リサイクルセン

ター 
   上司の命を受け立谷川リサイクルセンター 
  の業務を総轄し、所属職員を指揮監督する。 
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場   長 

立谷川清掃工場 上司の命を受け立谷川清掃工場の業務を総轄

し、所属職員を指揮監督する。 

半郷清掃工場 上司の命を受け半郷清掃工場の業務を総轄し、

所属職員を指揮監督する。 

係   長 係    上司の命を受け、係の事務を総轄する。 

（平１３規則１、平１５規則１、平１５規則６、平１９規則１、平２０規則１、 
平２７規則２・ 一部改正） 

２ 技監及び参事は、構成市町の職員がその職を兼務するものとし、次のとおりとする。 
 

職 兼 務 す る 構 成 市 町 の 職 員 

技    監 山形市環境部長 

総務担当参事   構成市町廃棄物処理担当課長 

財務担当参事   山形市財政担当課長 

会計担当参事   山形市会計担当課長 
 

（平１８規則１、平２３規則１、平２７規則２・一部改正） 
 

３ 所掌事務において、繁閑の度合、特殊性を考慮し、組織の効率的運営に必要があると

認められるときは、所属職員の指揮監督権を有する職の者は、所属職員の事務分担を変

更させ、又は相互に援助するよう指示しなければならない。 
     （平９規則１・一部改正） 

 （その他の職） 
第４条 前条に規定する職及び法令に特別の定めのある職のほか、必要に応じ、事務局等

 には、次の表の左欄に掲げる職を事務局等の内部組織に置き、その職務内容は同表の右 

 欄に定めるとおりとする。 

職 職 務 内 容 
次   長  事務局等の長を補佐し、事務局等の事務を掌理する。 
副 参 事 上司の命を受け、担当等の特定事項を掌理する。 
総 括 主 幹  上司の命を受け、課等の特定事項を掌理する。 
課 長 補 佐 課長を補佐し、課の事務を掌理する。 

業務名を冠する主幹  上司の命を受け、指定された課等の特定事項を掌理又は遂行する。 
副 所 長 所長を補佐し、所管する機関の業務を掌理する。 
副 場 長 場長を補佐し、所管する機関の業務を掌理する。 
主   幹  上司の命を受け、課等の特定事項を掌理又は遂行する。 
主 査 上司の命を受け、係等の特定事務を遂行する。 
主 任  上司の命を受け、担当事務を処理する。 
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主 任 技 師  上司の命を受け、担当技術を処理する。 
主 事  上司の命を受け、担当事務に従事する。 
技 師  上司の命を受け、担当技術に従事する。 

   （平９規則１、平１３規則１、平１５規則１、平１７規則４、平２０規則１、 

平２７規則２・一部改正） 

（参与） 

第５条 管理者の権限に属する事項に関し、必要に応じ調整及び協議を行うため、参与を

置く。 

２ 参与は構成市町の副市町長をもって充て、山形市副市長を代表参与とする。     
（平１９規則１・一部改正） 
附 則 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 
   附 則  (平成９年３月改正) 
 この規則は、平成９年４月１日から施行する。 
   附 則  (平成１０年３月改正) 
 この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 
      附 則  (平成１３年３月改正) 
  この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則  (平成１５年５月改正) 
  この規則は、公布の日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 
     附 則  (平成１５年１１月改正) 
  この規則は、公布の日から施行する。 

附 則  (平成１７年４月改正) 
  この規則は、公布の日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則  (平成１８年４月改正) 
この規則は、公布の日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

附 則  (平成１８年１０月改正) 
  この規則は、公布の日から施行し、平成１８年１０月１２日から適用する。 

附 則  (平成１９年３月改正) 
この規則は、公布の日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則  （平成２０年３月改正） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

   附 則  （平成２３年３月改正） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

  附 則  （平成２６年３月改正） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第２条第２項の表管理課の部

管理係の項の改正規定は、同年８月１日から施行する。 

附 則  （平成２７年４月改正） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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附 則  （平成２８年４月改正） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 


